
令和8年度 有害大気汚染物質等調査結果（○○小学校） 別紙 様式
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(備考)　表　  示 ： 検出下限値以上、定量下限値未満の値には※を表示。検出下限値未満の場合は、検出下限値の1/2の値にNDと表示。

        平 均 値 ： 検出下限値以上定量下限値未満の値はそのままの値を用い、検出下限値未満の値は検出下限値の1/2の値を用いて算出した。

　　　　環境基準 ： 環境基本法に基づき設定される、人の健康を保護し、及び生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準

　　　　指 針 値 ： 有害性評価に係るデータの科学的信頼性において制約がある場合も含めて検討された、環境中の有害大気汚染物質による健康リスクの低減を図るための指針となる数値
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1,3-ﾌﾞﾀｼﾞｴﾝ μg/m3 － 2.5
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二重測定結果

ｱｸﾘﾛﾆﾄﾘﾙ μg/m3 － 2

ｱｾﾄｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ μg/m3 － 120
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